
産 業 廃 棄 物 収 集

住 所 神奈川県相模原市中央区国名 8489番 地 1

氏 名 ア トムプラント 株式会社

代表取締役 粕原 義信

運 搬 業 許 可 証
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許可番号 第 01200000400号

産業廃棄物収集運搬業許可証
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氏 名 ア トムプ ラン ト 株式会社

代表取締役 柏原 義信

tl t,11‐ 11「
.11:」

・
.■ ‐ 1■  ~: _ .. :  1 1==   

‐
・―■|'「「■■||た 者て ,,ぅ ::::1,11「

‐
|~′■.

許 可 の 年 月 日
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許 可 の 年 月 日

千 葉県 知 畢  鈴  木

令和 2年 4月 1 日

令和 7年 3月 31日

栄

日
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(以下余日)

1 車業の範囲

(1)事業の区分

収集 ―蒼叔 (積替・ 保資 除く。,

(2)産 業廃棄物の種類
ア 汚泥,イ 廃プラスチック類 (石綿含有産業廃棄物を含み,自 動車等破砕物を除く)′ ウ 紙

くず,工 木くず,オ 繊維くず,力 金属くす (自 動車等破砕物を除く),キ ガラスくず ,

コンクリー ト〈ず及び陶磁器くず (石綿含有産業廃棄物を含み, 自動車等破砕物を除く),

ク がれき類 (石綿含有産業廃棄物を含む)

(こ れらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については,石綿含有産業廃棄

物を収集・違搬できない。
※「水銀使用製品産業廃棄物を含む」,「水銀含有ばいじん等を含む」の記載のない

種類については,それぞれ水銀使用製品産業廃棄物,水銀含有ばいじん等を収集・

還搬できない。
2.許可の条件

な し

3 許可の更新又は変更の状況

平成 21年 12月 3日    新規許可

令和 2年
“

月 ,日   更
'訴

:許可・変更届

`住

:居表1示の変蘭

4 積替 え許可の有無  幕・無

(積替 え許可を有 している場合においては、市名及び許可番号 を記載す ること。)

5 規則第 9条の 2第 6項の規定による許可証の提出の有無    専 ・無

備考

市長が交付する許可証については、意替え許可の有無の記載は不要 とす ること。

災害特措法に基づき更新前許可の有効年月日は令和 2年 3月 3■ 日。

■ヽ

―

許可番号 01900000400号

産業廃棄物収集運搬業許可証

神奈川県相模原市中央区日名 8489番 地 1

ア トムプラン ト株式会社

(マま:嶺現言ξ)代表取締役 柏原 義明

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であることを証する。

出梨県知事 長 崎 幸 太
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ー所住

氏   名

許 ヽ の 年 月 日

許 可 の 有 効 年 月 日

令熟 4 年  11月

令和 9 年  11月

5  日

4  目

産 業廃棄 物 収集 運 搬 業許可 証

神奈川県福模原市中央区日名8489番地 1

アトムプラント株式会社
代表取締役 襴原 義信

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項 の許可を受けた者であることを証する。

長野県知事   阿 部  守

令和 4年 6月 10日

令和 9年 6周 9日

許可番号 2009000400
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所

名

住

氏

計 可 の 年 月 日

許可の有効年 月 日

許可の条件
なし

許可の更新又は変更の状況
平成 4年 6月 1日  新規許可
令和 4年 6月 10日  更新許可

県内の政令市
'こ

おける積替え許可の有無
市名  該当なし      許可番号 該当なし

6 規則第 9条 の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無    侑

2 積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所 ごとの積替え又は保管
を行う産業廃棄物の種類 (当 該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又
は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む,)、 積替えのための保管上限及び積
み上げることができる高さ

該当な し

取技 う産業発案物の種類
(好 ,∫ 管理産業廃幸物を除く. )

③

　

③

5 有

3

産業廃棄物の種類

汚泥、廃油、廃鼓、葵アルガリ、廃プラスイ ック類 .紙 くす .木 くず、

繊維 くず .動植物性残 き、ユムくず、金属くす.ガ ラスく

'■

■ンク

リー ヽくず (が れさ類を除く。,及び陶磁な す.がれさ頚、動物の死体

以上 14種類

Yた だし.■ 綿
=有

産業療棄勁.水銀使用製品産業廃栞物を,み  水銀言有
riⅢ しん等を含まない_

上記のものは.いずれも特別管理産業廃業物であるものを除く

積替え保管の有無 無 し

2 積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所 ごとの積替え又は保管

を行 う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高 さ (積替え

又は保管を行 う場合に限る。 )

無 し

3 許可の条件

無 し

4 許可の更新・変更の状況

平成  4年 11月  5ヨ 新規許可

+f! 5+ 1E11F 許可の更新

令和 5年  8月  9日 変更届 (代表者の変更 )

6 規則第 9条の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無

有○5 績替え許可の有無
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有・ごし
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